




















（1）庁内連携体制の強化
 庁内横断的な施策の企画や調整など，
協働の中核を担う機能を持った部署を新設。

『地域共生社会推進室』
『地域共生推進担当参事』

（2019.年4月設置）

 住民に身近な圏域に，様々な困りごとを相談で
きる「ほおっちょけん相談窓口」を設置し，行政と
地域住民を含む多様な主体が協働して「つなが
り」のある支援ができる仕組みを構築する。

（2）「地域力の強化」と
「包括的支援体制づくり」

(3) 社会資源情報
収集・提供体制の構築

『ほおちょけん相談窓口』の設置

（2019年11月5日開設）

 課題解決への支援にあたっては，フォーマルおよ
びインフォーマルの様々な分野の関係機関が連
携することが重要であることから，新設される部
署において，その調整をおこない，ネットワークづ
くりなど包括的な支援体制の構築を図る。

 全庁的な取り組み体制を，必要に応じ段階的に
整備。

 日常生活の問題解決にあたっては，公的サービ
スだけでなく，既に地域にある民間のサービスや
サロンをはじめとする地域活動など社会資源情
報を知り，自ら選択することが大切。

⇒ 地域力（住民力）の強化
 支援する側においても，地域の社会資源情報
を把握し，支援する際に活用することが求められ
ている。

 同時にボランティア情報なども提供し，ボランティ
ア活動や地域活動に参加しやすい環境を整える
必要がある。

 地域の様々な社会資源情報を収集し提供でき
る仕組みを構築し，足りない社会資源を創り出
すことのできる環境を整備する。

（2020年2月導入予定）

スローガン 地「参」地「笑」 福祉でまちづくり ～ 地域の宝（社会資源）を活かした「つながりのあるまちづくり」 ～

地域共生社会の構築

【取り組み】

第2期高知市地域福祉活動推進計画
基本理念 だれもが安心して，いきいきと自分らしく暮らせる支え合いのあるまち

●庁内連携体制の構築
・行政等の相談窓口への支援
・地域共生社会推進委員会及び
部会の開催

・庁内研修の検討 など
●地区別に相談内容を分析整理し，

関係機関および地域の関係者と共有

①相談を聞く
②専門的支援
③各分野の機関と支援調整

会議を開催

包括的支援の実施

行政等の相談窓口

地域共生社会推進検討部会

●横断的課題への対応策検討
●調整がつかない困難なケースの対応
方針決定 など

部会⾧ 地域共生推進担当参事
委員 関係各課⾧級，市社協

【庁内連携体制の強化】 【包括的支援体制の構築】

●横断的課題・施策の方針決定 など

委員⾧・副委員⾧ 副市⾧
委 員 各部局副部⾧

地域共生社会推進委員会

●「ほおっちょけん相談窓口」の認定，
研修，フォロー

●市社協への支援
●地区別に相談内容を分析整理し，

関係機関及び地域の関係者と
共有（協議体等との整理）

●地域がつながる仕組みの企画

【協働の中核を担う機能】
地域共生社会推進室新 新

新【主な相談窓口】
高齢者支援センター
障害者相談支援センター
地域子育て支援センター
子育て包括支援センター
市民会館
生活支援相談センター
消費生活センター

連携

6

地域住民

つなぐ
活動支援

【地域力の強化】
【役割】
①適切な支援機関へつなぐ
②地域内のボランティアや社会資源につなぐ・

・・・ボランティアセンター機能強化，社会資源の把握
③住民活動支援，社福連携

地域内で助け合う
⇒ みんなでみんなを支える

社会福祉法人

民間事業所や量販店などの生活支援サービス

有償ボランティア
（シルバー人材センター，NPOなど）

ボランティア
福祉委員，気くばりさん

町内会・自治会

地区社会福祉協議会

ケアマネ

医療機関
自主防災組織

民生委員
児童委員

社会福祉法人 企業

【支援】

支援

地域の社会資源

【支援】

高知市社会福祉協議会

【どこに相談したらいいのか
わからない困りごと】

買い物・洗濯に困っている・・・
溝や庭の掃除ができない・・・
ごみ捨てができない・・・
電球の交換ができない・・・

など・・・

みんなで話し合う
⇒みんなが楽になる

課題解決に向けた地域
の話し合い

相
談

支
援

【専門的支援が必要な困りごと
～複合課題・狭間の課題～ 】
障がい・高齢・子育て・ 生活困窮・
ひきこもり・８０５０ など・・・

【薬局】 【社会福祉法人】

相談

社会資源情報の提供と
それを活用した支援

市民・支援者に向け，障がい・高
齢・子育て各分野の社会資源情
報やサロンなどのインフォーマルサー
ビス情報を一元的に提供

（医療機関，診療所，薬局，
介護関係施設，ボラ
ンティア情報 など・・）

地域内で知る，新たなつながり
（互助の創造）

支援
【社会資源情報収集・
提供体制の構築】

社会資源システムの導入

（2020年2月導入予定）

●「つながる」場
・解決に・・・
・適切な支援に・・・
・地域の人と人が・・

身近な地域の相談窓口
新

相談
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【関係事業】
●高齢分野:在宅医療介護連携推進事業

生活支援体制整備事業
●障害分野:情報公表制度

【関係事業】
●高齢分野:地域ケア会議
●生活困窮:支援調整会議セーフティネット連絡会
●児童分野:要保護児童対策地域協議会

地域の支援者となり得る関係者に相談内容を共有し，足りない社会資
源の創出へつなげる
（地域福祉コーディネーターの働きかけ）
【関係事業】
●高齢分野:生活支援体制整備事業（協議体），地域ケア会議
●障害分野:自立支援協議会


